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札幌大学教職員組合ニュース 

No.6 2019 年 5 月 7 日 札幌大学教職員組合書記局  発行  

組合事務室は１号館２階１２１０です。  Ema i l：su . t radeun ion@gma i l . com  

団体交渉は労使が対等に交渉する場であって、法人の

説明会ではない 

―２０１８年１２月１１日の団体交渉報告― 

前号組合ニュースで、昨年１２月１１日に団交を行ったこと、また、今年２月２８日の労働委員会

第１回調査において労働委員会より団交のあっせんがあったことをお伝えしました。今号では、昨年

１２月１１日の団交についてお知らせいたします。 

 

１２月１１日の団体交渉について 

前号組合ニュースで報じたように、この時の団体交渉は、法人側が組合に対して説明会を実施した

いと連絡してきたのを、組合から団交開催を要求したことにより、実現したものです。議題は以下の

通りです。 

 １．教員勤務延長任用規程及び支給内規改正案について 

 ２．組合活動及び労使交渉に係る労働協約案について 

 

議題１ 教員勤務延長任用規程及び支給内規改正案について 

冒頭で、法人側は組合に任用規程案と支給内規案を配布し、その中身について説明をしました。組

合からは「持ち帰って検討する」と答えたものの、検討の材料とするために、配布された規程案と内

規案について、以下のように質問しました。 

 

組合：給与支給内規の「経過措置」とはどういうことか？ 

法人：いきなり５１６万円になるのは激変緩和措置が取られていない、ということで、年度によっ

て徐々に下げて、５１６万円にしていくという考え方。 

組合：１年目の人がいきなり５１６万円ではなく、６９６万円、６００万円、５１６万円というの

は、平成３０年度だけという話で、平成３２年度から新たに勤務延長になる人は、最初から５

１６万円という形なのか？ 

法人：以前は年齢で経過措置があったが、今回は年度でこの年俸、という考え方。 

組合：３２年度の人は、いきなり１０００万円ぐらいから５１６万円になって、激変になると思う

が。 

法人：そのあたりの意見を出してもらえば良いと。 

組合：３月の団体交渉でも、組合側から発言している。 

法人：そのような事を言われたかもしれないが…。 

組合：専務が「事務職員が５１．６％なので、（教員にも）それを適用した」と言っていた。１００

０万円近くもらっている人が５１６万円というのは、５０％近く減になる。急に減額される
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ということではないのか？ 

組合：結局は、３０年度と３１年度のことしか考えていない。３１年度の人も急に６００万円（に

減額）、（いきなり）５１６万円の人に比べれば多少はマシかもしれないが、変化は大きい。 

組合：３月末に勤務延長者が「平成２０年の規程と内規に基づいて、（年俸は）８００万円なので、

その差額を払え」と（請求書を）出している。それに対して、その請求書に基づいて（法人は）

差額を支払っているので、平成２０年の規程と内規を認めたことになる。 

法人：２０年の規程を認めた？ 

組合：３月７日の団体交渉で（勤務延長者の給与案を）出した時も、８００万円からこれだけ削る

というような表を出した。ということは、平成２０年の８００万円を基準に考えている、とい

うことではないのか？なぜ「旧」のところが、４８０万円の、裁判でも不利益変更といわれた

規程を出してくるのか？ 

法人：これは旧規程で、法人の方としては…。 

組合：旧規程は平成２０年のものだということを、（差額を）支払った段階で法人が認めたというこ

と。 

 

勤務延長教員の任用規程と支給内規については、そもそも議論のスタート地点がかみ合っていませ

ん。また、団交では、本来ならば組合と協議すべき勤務延長者の労働条件について、１号理事でもあ

る学長が教学の会議体である「教育研究協議会」を利用して、学系審議員にその労働条件について意

見聴取をしていたことに対しても、組合は「教員の職務に関することは、労働条件に関することでも

あるので、同時に組合とも話し合うべきではないのか？」と批判しました。むしろ、わざわざ教育研

究協議会の場を利用し、勤務延長教員の労働条件を教学の職務内容であるとすり替えることで、組合

との交渉を意図的に避けたものではないでしょうか？組合の持つ交渉権の侵害に他なりません。 

このように、勤務延長者の任用規程と支給内規について、組合と法人とはまだ協議が継続中であっ

て、合意には至っていません。 

しかしながら、法人から過半数代表者の選出について話が出ました。この件について、組合と法人

との間で以下のようなやり取りがありました。 

 

 法人：勤務延長の規程の改正になるので、就業規則の改正ということで、また新たに過半数代表者

を選出しなければならない。そういう手続が出てくる。もちろん（勤務延長の規程の改正につ

いて）組合とも交渉してゆく。最終的に（任用規程の改正を）決める段階では代表者と話をし

なければならない。 

 組合：（過半数代表者の選出）要領を作るところからもう一回話すのか？ 

 組合：代表者をまた選出するところから始めるのか？ 

 法人：そう。選出する。要領のところからになってくると思う。 

 組合：前回の過半数代表者の選出については、組合は選出過程から、要領も認めていない。（法人は）

一方的に選挙を出してきている。それ自体無効であると考えを持っている。今現在、法人側は

（前回の選出を）どう考えているのか？ 

 法人：いろいろあったが、過去のものは良いと思う。あれをベースに今回勤務延長の選出要領を考

えていきたいと思っている。あれ自体が、労基ともいろいろ遣り取りをやらしてもらった。 

 組合：労基で認める云々ではなく、選出の仕方自体そもそもが、労働者が主体的に選出すべきもの

を法人が主導した。そのこと自体組合は認めていない。それについて（法人は）どう考えてい

るのか？ 

 法人：一番良いのは労働者間、組合と事務局の中でいろいろ調整していた。 

 組合：「労働者間」というが、労働者間とはどういうことか？事務局長は労働者か？ 

 法人：労働者だと思う。労働者だ。 
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 組合：（前回の選出は）「労働者間」なのか？ 

 法人：皆に意見徴集、「こういうので行う」とパブコメ、教職員から集めているので、労働者の中で

皆が合意を得てきた。 

 組合：理事長が主導したり、理事が「こういう様に行う」と本来言ったりしてはいけない。経営者

だから。 

 法人：それで、私が言うところの労働者間でできれば、一番良かったと思っている。 

 組合：そうではなく、組合が主体となって行うべきだ、と言っている。組合は労働者の団体である。 

 法人：それをいろいろ摺り合わせていた。事務局といったらあれだが、労働者間で。結果的に上手

くいかなかった。今日は選挙の要領の部分は置いておいて、また別なところで行いたいと思

う。 

 組合：今日でも構わない。 

 法人：資料を用意してきていない。これを変えるに当たって、そういう代表者を選ばなければなら

ないということで、お伝え… 

 組合：代表者の選出は必要かもしれないが、前回のもの（要領）をベースにするという考え方自体

については、組合は受け入れられない。 

 法人：次に作る時にいろいろ話し合いになってくると思う。もちろん、作るのに法人は一切関与し

ていないという感じは、我々は持っている。前回のものも。 

 組合：「理事長が決済した」と前回の団体交渉で言った。 

 組合：団体交渉もそうだが、（選挙公示の）文書にも理事長名がある。 

 法人：最後は上に挙げてきたから。 

 組合：今日の話はこれ以上のものにならないかもしれない。経過への反省を抜きに、「今度は一緒に」

や「きちんと行う」と言われても、組合としては『何を言っているのか』と考えるのは当然と

いう気がするので、改めて。「理事長が決めたことで私は関わっていない」ということだが、

だとしたら本来団体交渉に理事長が来ていただければ、問題はない。今度話をするときには、

理事長に同席してもらわなければ話が繋がらない。全部理事長のせいにしていた。 

 法人：理事長が引き取って、理事長の命令で行っている。 

 組合：それならば、何のために理事がこの場に出てきているのか？最終的に理事長に決定権限があ

り、理事長が決定しなければ動かない、理事長が決定すれば強行もできる。 

 組合：理事長と理事の意思疎通が上手くいっているのかどうか心配しても仕方がないが、そのこと

がメインの議題になっていないので（今日の団交に）理事長不在は致し方ない。次回その話を

するときには、理事長が同席しなければ、これ以上話ができないことになる。 

 法人：理事長には伝える。 

 

１２月１１日の団体交渉で、法人側出席者は「今日は選挙の要領の部分は置いておいて、また別な

ところで行いたいと思う。」「次に作る時にいろいろ話し合いになってくると思う。」などと発言してい

たにもかかわらず、前号組合ニュースでお伝えした通り、組合には事前の話し合いの提案も無く、１

月１６日に選挙実施の公示を出す１時間前に、理事から執行委員長に資料を渡しただけでした。３月

１３日の団体交渉の際にも、組合から、要領の見直しについて組合と協議をしないのか？と質問しま

したが、法人からは選挙の手続きについて説明をしたいと回答するのみでした。 

 したがって、今日に至るまで、法人側から言い出したにもかかわらず、過半数代表者の選出要領に

ついての話し合いは行われていません。また、たとえ労働者であっても、監督的地位にある労働者が

過半数労働者選挙の実施に密接な関わりを持つのは、法的観点からは疑問視されます。 

 それから、組合からの要求にもかかわらず、昨年３月を最後に、団体交渉に「決定権限を持つ」理

事長や専務理事は出席していません。１２月１１日の団体交渉でも、組合側から「今度話をするとき

には、理事長に同席してもらわなければ話が繋がらない。」と決定権限を持つ理事長の団交出席を要求
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しました。出席した理事は「理事長に伝える」と回答しましたが、その後に行われた２回の団体交渉

にはいずれも理事長は欠席のままで、単に「法人側の意見を伝える」だけの理事が出席するのみとい

う状態が続いています。この点からも、理事長を始めとする法人側の組合無視という姿勢が明確に表

れています。組合は、こうした法人側の姿勢を容認することはできません。このような法人側の態度

が続く限りは、労使関係の改善など夢のまた夢、「百年河清を俟つ」ようなものです。 

 

議題２ 組合活動及び労使交渉に係る労働協約案について 

この議題についても、法人側は「組合活動及び労使交渉に係る労働協約（案）」と題する資料を配布

しました。労使の間で、以下のようなやり取りがありました。 

 

組合：これは労働協約ではない。組合活動をこの様にして欲しい、という話である。 

法人：組合との交渉、話し合いを円滑に行うためのルールを決めよう、という認識。 

組合：交渉のルールを決める、というだけの話か？ 

 法人：ええ。 

 組合：労働協約ではない。 

 法人：組合案では就業規則の中に入っているもの（がある）。労働協約は組合との… 

 組合：就業規則をどの様なコンセプトで作るのかを決めるのが、労働協約である。 

組合：労働協約は就業規則の上位に来るもの。就業規則にあるから労協に不要ということではない。 

 法人：我々としては、組合に入っていない人がいる… 

 組合：労働協約は組合員に関わるが、それをベースにして非組合員にも関わる就業規則を作ること

になる。 

 法人：労働協約は、組合員だけに適用である。 

 組合：「労協は組合員のためなので、就業規則と関係がない」ということではない。それをベースに

して就業規則を、非組合員にも関わるものが就業規則になる。労働協約と就業規則が全く関

係ない、ということではない。前回の（１０月３０日の団体交渉で）労協の話の時に言ったが、

「労働基準法」「労働組合法」の理解がおかしい。 

 組合：おかしい。 

 法人：労協の中に就業規則のような中が入っていくと、組合員と非組合員のダブルスタンダードが

できてくる。 

 組合：良いのでは？ 

 組合：非組合員も組合員のルールと合わせれば良い。ダブルスタンダードにならないように、非組

合員の人も組合員の労協に合わせた就業規則を作れば良い。 

 組合：むしろダブルスタンダードで，組合員の人の方が好条件でということになったら、組合とし

ては色々な人に「組合に入っていただけたらメリットがあるかもしれない」と言える。そうな

ると困るのは法人側なので、協約の方に、良い条件の方に合わせて、就業規則、諸規定を制定

するのが、法人側の仕事としては一般的と思う。 

 法人：（法人提出の資料には）第５章までしかないが、組合の（２０１７年９月の）方の色々入って

いた分は、我々としては抜いた。その考え方は、まず労使交渉をスムーズに行くようにと考

え、１章から５章までを作った。まずはスムーズに行くためのルール作りをきちっと行う。そ

れから、いろいろ行っていくうちに、これが増えてゆくのは当たり前だと思う。 

 組合：労使交渉をスムーズにと言っても、今でも団体交渉ができている。なぜそれがダメなのか？ 

 法人：今はこういうものが無い。 

 組合：こういうもの（法人提案の労働協約（案）のような労協）は見たことがない。 

 組合：（２０１７年）９月に組合が出したものには紛争が入っている。それを削った理由は何か？ 
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 法人：第一段階の中では、まだ要らないという判断である。 

 組合：第一段階では、なぜ要らないのか？紛争、争議行為については、組合の権利として認められ

ている。なぜ労働協約に入れないのか？その理由は？ 

 法人：わかりました。今日は…、後ほど…。 

 組合：答えられる範囲で良いが、なぜ昨年９月に組合案を出したときから今年の１２月１１日まで、

（労協の内容が）こんなに変わるのか？例えば、第１章第１条からもそうだが、「育児休暇」

「介護休暇」があったのを全部削っている。 

 法人：そこをまた、先程の答えるべきものと合わせて、整理して考え方を示したいと思う。 

 

これまで組合ニュースで何度もお伝えしたように、２０１７年９月に組合から提出した労協案に対

して、法人側はその内容について何も回答せず、一貫して「交渉のルールから決めたい」と応じ続け

てきました。団交で法人が提出した「組合活動及び労使交渉に係る労働協約（案）」というのも、そう

した考えに基づくものです。しかし、そこには組合の権利として認められている「紛争、争議行為」

もなく、「育児休業」や「介護休暇」もなく、何よりも組合案の冒頭に入っていた「国家公務員の労働

条件を下回らないものとする」という労働協約の一番大事なものも入っていません。上記のやりとり

で組合側が発言したように、果たしてこれが労働協約なのでしょうか？ 

ここから浮き彫りになるのは、２０１２年１月に法人によって一方的に破棄されて以来、新たな「労

働協約」は無いまま、法人側は「就業規則」のみで労働者を都合よく働かせたいという「思惑」です。

労働者からの意見や要求は無視して、使用者側のやりたい放題の経営がしたい、だから労働者が団結

して使用者に労働条件の改善を要求する組合というのは「邪魔者」以外の何物でもない、という法人

側の姿勢が浮き彫りになっています。法人にとっての「スムーズな交渉」というのは、組合が自分た

ちの説明を大人しく「はいはい」と聞くだけの「説明会」なのでしょう。そこには、双方が話し合っ

て合意点を見いだそうという、民主主義のプロセスはありません。 

 

 １２月１１日の団体交渉からも、法人側に組合を対等な交渉相手として誠実に交渉しようという姿

勢は見られません。法人にとっての「団体交渉」とは、「自らの考えを組合に言って聞かせた」説明会

なのでしょうか？そもそも労働組合とは、労働者がチームの力で職場の問題を解決していくためのも

のであり、その組合が求める「団体交渉」とは、労働環境の改善を求めて、チームの力で法人と対等

に交渉することです。しかし、残念ながら法人には組合と誠実に交渉する気はなく、教育研究協議会

を利用するなどして、言うことを聞かない組合との面倒な交渉を避けようとし、労働協約に対する法

人側の態度には、組合に本来認められている権利すら無視して、組合の弱体化を図ろうとしています。 

このように法的な合理性のない法人に対して、組合はこれまで団体交渉だけでなく、抗議書や要求

書なども提出しましたが、一向に改善の兆しが見られませんでした。前号組合ニュースでお伝えした

通り、昨年１２月２０日に北海道労働委員会に対して救済申し立てを行いました。 

 

組合勉強会のお知らせ 

そろそろ私たち自身のライフプランについて考えてみませんか。札幌大学教職員組合の春の組合勉

強会を下記のように開催します。 

 

教職員組合２０１９春の組合勉強会第１回 

教職員共済事業推進部「退職に備えるライフプランセミナー」 

日時：５月２３日（木曜日）１８時００分～１９時３０分 

会場：「多目的室」（リンデンホール２階） 
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「年金はいつからもらえる？」「年金をもらいながら働くとどうなる？」「年金を早くもらう繰上げ受

給と遅らせてもらう繰下げ需給のしくみは？」「退職後の暮らしとお金の備えはどうする？」「介護保

険のイロハを知りたい」などについて知ることができます。 

また、翌日（２４日）に個別相談にも応じてくださるそうです。 

 どなたでも参加できます。終了後は、組合事務室にて懇親会を予定しています。 

 

なお、今年度の組合大会は、６月に実施する予定であることをお知らせします。 

 


